
８福薬業発第８７号 

令和８年５月２６日 

各地区薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人福岡県薬剤師会 

常務理事 竹野 将行  

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、令和８年５月１４日付け８福薬業発第６６号ほか

にてお知らせしたところですが、日本薬剤師会より別添のとおり追加の疑義解

釈資料について連絡がありましたのでお知らせいたします。また、下記 URL か

らも閲覧可能です。 

ご多忙とは存じますが、貴会会員へのご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

〇令和８年度診療報酬改定について 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 

医療保険 > 令和８年度診療報酬改定について 

URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

 

以 上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html


 

日薬業発第 7 8 号 

令和８年５月 25 日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありました

のでお知らせいたします。   

疑義解釈資料につきましては、令和８年５月 12 日付け日薬業発第 58 号ほか

にてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示され

ました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますよう宜し

くお願い申し上げます。 

なお、これら資料につきましては、以下の URL から閲覧が可能になっている

ことを申し添えます。 

 

 

〇「令和８年度診療報酬改定について」 

厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

 > 医療保険 > 令和８年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和８年５月 22 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願い

いたします。 

abe-yuuta
テキストボックス
＜ 抄 ＞



 

事  務  連  絡 

令和８年５月 22日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その６） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和８年厚生労働省告示第 69 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和８年３月

５日保医発 0305 第６号）等により、令和８年６月１日より実施することとしているとこ

ろですが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添４までのとおり取りま

とめましたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 

また、「疑義解釈資料の送付について（その４）」（令和８年４月 21日事務連絡）別添１

の問 14について、別添５のとおり訂正します。 

なお、本通知の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について（その６）」（令和８年５月 21

日保険局医療課事務連絡)は廃止いたします。 



 

 

（別添３） 

調－1 

 

調剤報酬点数表関係 

 

【電子的調剤情報連携体制整備加算】 

問１ 電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を

受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有する」こととされてい

るが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えれば

よいか。 

（答）現時点では、令和５年１月 26日から稼働した基本機能（電子処方箋の発

行・応需（処方・調剤情報の登録を含む。）、処方・調剤情報の閲覧、重複投

与・併用禁忌のチェック）に対応した電子処方箋を発行できる体制を有して

いればよい。 


